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指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例等の公布について（通知）

本県の障がい福祉施策の推進につきましては、日頃より格段の御協力をいただき厚くお礼申し上げます。
さて、この度、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第55号）が令和３年３月23日に公布され、７月１日（一部は４月１日）から施行されました。
これを受け、当課では次の県条例を改正し、７月20日から施行することとしましたので通知します。

１　今回改正を行った条例
（１）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年神奈川県条例第５号)
（２）指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条例第７号）
（３）指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条例第８号）
（４）指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条例第９号）
（５）指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条例第10号）
（６）障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年神奈川県条例第11号）
（７）障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年神奈川県条例第13号）

２　主な改正内容
（１）各条例について、次の規定を新設した。
ア　指定障害福祉サービス事業者等の業務負担軽減等を図る観点から、指定障害福祉サービス事業者等は、各条例の規定による作成、保存その他これらに類するもののうち、各条例において書面で行うことが規定され、又は想定されるものについては、原則として電磁的記録により行うことができることとした。
イ　利用者の利便性向上や指定障害福祉サービス事業者等の業務負担軽減の観点から、指定障害福祉サービス事業者等は、各条例の規定による交付、説明、同意、締結その他これらに類するもののうち、各条例において書面で行うことが規定され、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、電磁的方法によることができることとした。
※　児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例は除く。

（２）次の条例について、規定の整備を行った。
ア　児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（第81条関係）
イ　指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（第６条、第７条、第73条関係）
ウ　指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（第208条関係）

３　施行日
令和３年７月20日

問合せ先
事業支援グループ　岡崎
電話　045-210-4717
福祉施設グループ　谷岡
電話　045-285-0738


